
療養病床再編成のこれまでの考え方

○平成24年3月31日までに、療養病床を再編成し、医療の必要度に応じた機能分担を推進
することにより、利用者の実態に即したサービスの提供を図る。
⇒主に医療が必要な方には医療サービス、主に介護が必要な方には介護サービスを

○現在の療養病床（医療療養病床、介護療養病床）に入院している患者を退院させず（ベッド
数を削減せず）、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設等に転換するもの。
⇒医療・介護トータルの受け皿数は確保

○なお、介護施設等への転換は、医療機関の経営判断による。
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(注1)病床数は平成18年10月現在の数値。
(注2)医療療養病床からは回復期リハ病床（約2万床）を除く。
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医療療養病床・介護保険施設について

（参考） 医療療養 介護療養
介護療養型 （従来型の）

（参考）

一般病床

医療療養

病床

介護療養

病床

介護療養型

老人保健

施設

（従来型の）

老人保健

施設

約3 770床※4
ベッド数 約103万床 約26万床 約9万床

約3,770床※4

（H20.5創設）
約32万床

１人当たり
６ ４㎡以上 ６ ４㎡以上 ６ ４㎡以上

８．０㎡以上

（大規模改修までは ８ ０㎡以上
床面積

６．４㎡以上 ６．４㎡以上 ６．４㎡以上 （大規模改修までは

６．４㎡以上）

８．０㎡以上

平均的な１人当
たり費用額※１ （※2） 約49万円 約41 6万円 約3 2万円※3 約31 9万円たり費用額※１

（H21改定後）

（※2） 約49万円 約41.6万円 約37.2万円※3 約31.9万円

医師 3人 医師 3人 医師 1人 医師 1人
人員配置

（100床当たり）

医師 6.25人

看護職員 34人

医師 3人

看護職員 20人

介護職員 20人

医師 3人

看護職員 18人

介護職員 18人

医師 1人

看護職員18人

介護職員18人

医師 1人

看護職員 10人

介護職員 24人

病 院 施 設

医療保険 介護保険

施設の種類

財 源
※１ 多床室 甲地 の基本施設サービス費について、1月を30.4日と仮定し１月当たりの報酬額を算出。

※２ 算定する入院料により異なる。

※３ 介護職員を４：１で配置したときの加算を含む。

※４ 平成２２年８月現在 各都道府県より厚生労働省老人保健課へ報告された病床数に基づく。
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療養病床数の推移

医療療養病床数 介護療養病床数 療養病床数 計

平成18年4月※１ 263,742 120,700 384,442 

平成19年4月※１ 250,955 113,777 364,732 

平成20年4月※１ 255,483 103,705 359,188 

平成21年4月※２
260,452 94,839 355,291 

平成22年4月※２ 262,665 87,142 349,807

厚生労働省大臣官房統計情報部「病院報告」より
※１ 確定数

※２ 概数
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